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1序言

大化改新後と蛙も律令制天皇古代国家の国郡

地方制度のうちに国造が存続していたことは周

知のところであり，しかも改新後の国造の性格

に園して諸先学か研究がある・律令的国都地方

制度下，陸奥においては特に大国造というもの

のあったことも早くから注目されていた・

本稿は陸奥国一大国造の性格を幾分なりとも明

らかにすべく一応の史料を整理してみた小論考

にすぎない・

2機能

陸奥国大国造に関する直接史料は款の三っで

ある・

○第一，続日本紀，称徳天皇，神護景雲元年十

二月甲申（八日）条，外従五位下武蔵宿廊不

破巌呂為武蔵国国造，正四位上道嶋宿藤嶋足

為陸奥国人国造，従五枚上道嶋宿癖三山為国

．笠ヒ

0第二，同上，神護岩室三年三月辛巳（十三日）

粂・

陸奥国白河郡人外五七枚上丈部子老・賀美都

人丈部国益・観葉邦人正六位上丈部貿例努等

十人賜姓阿倍陸奥臣……並是大国道道鴫宿禰

鴫足之所論也．

0第三，類東国史一九国造，桓武天皇，延暦二

十一年十二月庚寅（八日）条．

鎮守軍監外従五位下遺鴫肩癖勧楯為陸奥国大

国造・

以上の如く，大国造は国造と共に任ぜられたも

のであるから官職であったことが知られる．神

祇令第19条の集解にも「先云…‥個造謂官之名

茸」とあるので官職たることはいよいよ明らか

である・元明天皇の和銅6年に丹波国五郎を割

いて建造された丹後国に国造があギア叉同年に

備前国六郡を割いて建造された美作国にも国造

があったことは，やはり国造は任命されるもの

であったことの例証となる．tの

しかし乍ら，国造という官職は律令制度本来

のたてまえからいえば否定さるべきものであっ

たがその伝統性の故に否定し去りがたく，従っ

て公認されるにいたった性質の官職であ？たと

考えられる・出雲（ニうーや紀伊の如く過去からの大

きな背影をもっ国その国造には，貞観儀式の太

政官曹司庁任蝸雲画造儀や太政官曹司庁任紀伊

国造俵の如き特別の任命儀礼があったのも，こ

の故であるC4）．統日本後紀の嘉禅2年閏19月条

に，紀伊国字伴宿癖紀男と国造紀宿敵轟継との

争いを述べて「国造老輩国司解却之色」とある．

紀伊国造の地位は国司の権限をもっては解任で

きないものであった・このことは他の国の国造

の地位についても同様であったかどうかは俄に

断じがたいとしても，国造は一っの官轍であっ

たことが知られるのである・

国造は任命される官職であるからには，官職と

しての機能のあったこ、とが予想されてくる．・以

下その機能について考えてみる．

1，地方請願仲介

神護景雲3年3月，陸奥国大国造の請願によ

り陸奥住人がそれぞれ新姓を賜った．表示する

と攻の如くである。
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阿 倍 安 積  

大 伴 苅 田 臣  

大 伴 柴 田 臣  

磐 瀬 朝 臣  

上 竜 野陸奥公  

上 竜 野銀 山 公  

上 竜 野中 村公  

下 毛 野藤戸   

薪賜姓人の記載形式をみると必ずしも位階の  

順序によっていない．これはその氏儀の宗家と  

分枝との関係に重点をおいた記載法をとったも  

のであろう．新姓を賜った家の名はいずれも部  

という文字を負うている．和銚元年の造籍と推  

定される陸奥国戸籍残簡に見えている氏姓もす  

べて部という文字をその名に寅うている「5j．新  

賜姓のもののうちには明らかに夷篠の豪族が含  

まれている．書繍侯部がそれである証6．叉．  

部ごとについてみると，新姓を賜るほどの豪族  

ほ郡に一つとは限っていないことに気付く．   

さて，陸奥国大国造が賜姓請願の伸介の労を  

とったことと防聯して考えねばならぬ事例が溌  

日本紀の延暦7年6月条に見えている．それに  

よれば「美作備前9国国造中宮大夫従四位上兼  

摂津大夫民部大輔和気朝臣清廉呂」が備前国和  

気郡河西の百性178飴人の建郡請願を中央政府  

に対し仲介し成功している．この時の清廉呂の  

官放からみれば都に居ったと考えるのが至当で  

あるから，在国国造ではない．しかし乍ら，建  

都請願の実現を期すため召姓遠ほ同部出身者で  

あって中央官界における成功者でもあり且つ郷  

ー  2 －⊥州   
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国と最も関係の洗い国造でもある清廉呂に蓬動  

してもらったものである．律令制地方行政のた  

てまえからいうならば，建郡は中央政府と地方  

国司との問で処理すべきものであろう．かくみ  

てくると建都請願進達ほ，分掌事務とし．て履行  

義務をうらづけとする国造の「職掌」ではなく  

て，なせばなしうるという意味での国造の「横  

能」の一つであって，しかもそのことが国造で  

あれほこそ専横とか越権とかの譲りをうけるこ  

となしに承認されるといった機能を国造がもつ  

ていたことを示している．新賜姓講巌をした大  

国造嶋足ほこの時近衛員外中将兼相模守で勲二  

等正四位上であったし，その前後の事歴からみ  

ると後述する如く陸奥在国の国造とほ考えがた  

い．そうすると，新賜姓請願も建都請願の場合  

と全く同一了ケースの機能であったと考えられて  

くるのである．   

公 祭  廊巳   

国造はその国造国の祭祀に関係があったこと  

は既に先学の指摘するところである．更に，国  

造国内のすべての神社の祭祀に当ったものでは  

なく，それは大化以後になって一国に一．吐づつ  

定められたらしく思ほれる国魂の神社について  

であったろうという新しい研究もなされてい  

る．しかし諸鬼学の御重数をいただきたく，こ  

の点に閑■して若干の疑いを次に申し述べてみた  

し、．   

国造の関係した神社は国魂の神殻：であろうと  

いう点について，鬼学みずからもいわれる如  

く，摂津や尾張のように国魂神社が9つある国  

もあるし，また神名帳によれは国魂神社のみえ  

ない国もある．もつとも，故意田博士の指摘さ  

れた如く延書式神各帳に闇杜撰な点もあるので  

託7，俄に断じがたいが因に国魂神社のみえな  

い国を数えあげてみると50近い数になるのであ  

る．とにかくこの結果ほ注目されなければなら  

ぬと思う．更に，国造の関係したと考えられる  

国魂神社が見えない国にして明らかに国造の存  

在していた例がある．駿河（続日本紀，桓武紀，  

妊暦18年4月条），相模（同上，称徳紀，神護  

景雲2年望月条），武蔵（同上，神護景雲元年  

12月条及び類衆国史19国造，妊暦1生年1望月粂），  

美濃（続日本紀，神護景箋き2年6月条及び紋日  

本後紀，仁明紀，承和7年4月条），飛騨（緻  

日本紀，延磨2年1望月条），丹後（同上，延暦  

望年3月条），因幡（同上，光仁紀，宝亀虫牛  

12月粂），美作（同上，延暦7年6月粂），鯨  
前（同上），安芸（三代実線，清和紀，貞観4  

年7月粂，但し未確実），讃岐（同上，貞観3  

年11月粂）等の約1①ケ国である．以＿1二1むケ国鉄  

外の諸国にづいても，国造がなかったという碇  

証があるわけではない．従って，国造ほ国造匡  

の国魂神社をまつるものであったらしいという  

見解に対しては洗い疑が生じてくるのである．   

さらに方面を変えて，国魂神社の見えない国  

々のうちで，国造春在のうらずけとなる国造碍  

の明らかに存在した国を数えてみると，三河●  

駿河・相模・武蔵・上絵・下絵・近江・美濃・  

飛騨・信濃・下野・若狭・遮前・加賀・越中・  

丹後・因幡・伯菅・石見・隠岐・播磨・美作・  

備中・備後・安芸・長門・讃岐・伊予・筑前・  

筑後・豊前・肥後・肥前・日向等の3生ケ国の多  

きに達する．いよいよ疑が深くなってくるので  

ある   

以上によって，国造の関儲した神ほ国魂神に  

限られていたと解すよりも，大化以前の如く国  

造国の神々に関係するものであったと解したい．  

大化以前の国造本来の性格からみるならば，地  

方の一産地域内における行政権と祭祀権との一  

切を包括した統治権をもつものであったから，  

その祭るところの神々は中央主権者に由来する  

天神系の神々に限らず地方の地峨系の神々が主  

であった筈である．ところが，統治権が中央主  

権者に掌握されるにいたると，それにともなつ  

て従前の行政権は中央主権者に吸収された大化  

改新以後ほ事情が変ってきて，中央主権者の奉  

ずる天神系と在来からの地蔵系のうちのある許  

された神々とが国造によって祭られるにいたつ  

たものであろう．   

ところが，令の明文によれば諸国の祭祀ほ国  

司の所管となっている．職農令大国条に「掌示司  

社」とあり，詞社とは職員令摂津職条の義解に  

ー  3 一－－一   
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としてその存続を肯定し，づ他方鋭清における政  

治剛′ま中央に吸収し乍らもその祭祀耐において  

は穿容発をとらぎるをえなかった．天武紀に限  

って見えているこれらの反対史料は，かかる緩  

和妥協策についてのべているものと解されるの  

である．大解除における国造の】故分を規定した  

天武紀18年7月条の趣旨は神祇令第19粂にも蹄  

襲されて，諸国の大域にほ「其国造出馬一疋」  

という条文になっているが．，しかしその集解で  

ほ  

「穴云，…‥・岩国造際者，無馬也」  

「今行事使（便）得瓦」  

「鬼云，  無国造者，郡司兼亦出馬茸，著専   

無国造者，不可出馬也」  

とあって，時の慣行としては馬ほ便宜に従って  

出していたものであった．若しも国造の祭祀が  

履行義務を裏づけとした職掌であるとするなら  

ば，かかる職掌をもった国造を欠く国があった  

ということほ理解しがたいし，如こ国造を欠く  

国があったということば国造の祭祀に関与する  

その仕方が，なさねばならぬというような性格  

のものではなくして，中央政府の側からいうな  

らば国造に対して「なすことが望ましい」とい  

うほどのものであり，国造の側からみるならば  

「なすことができる」－－一国造にだけ許された機  

能であり従ってこれをなしうるということほ社  

会的栄誉を帯びている－－というほどの意味巧  

ものであったのであろう．このような傾向が天  

武天崇の代を下るにつれて攻第に明正になって  

行ったものと考えられる．   

国造の機能ほ履行義務を某づけとした職掌で  

はなかったことは，国造が必ずしも在国するを  

要しなかったことからもいえることである．   

国造ほその郷関国と古い関係をもつものであ  

るから，この関係の永いか短かいかによつで陸  

路を異にして居ったものであろう．出雲や紀伊  

の如く特殊な歴史性をもった国造は在国が原則  

であった．一般に国造の権威ほ社会的伝統性に  

由来している．今にほ規定されていないもので  

あったが，地方入の仰ぎみる社会的伝統的栄誉  

は高いものであったと思ほれる．地方人によつ  

「謂両者百神也，社者検校諸社也，凡称両社老，  

皆准此例」と解している．しからは，国造の関 

与する祭祀ほいかに解すべきであろうか．三代  

格併収娃暦17年3月39日太政官符ふ手がかりと  

なる．  

「応任出雲国意宇部大領事   

右被大潮言従三位神王宣称，奉勅晋者国造都   

簡職愚有別，各守其任不敢蓮恕，慶芸三年以  

00  来令国造帝都領，寄言神事動廃公務，挫則有  
」＿J  閉息繭不知刑罰，乃有私門日益不利公家，民   
之父母遠為玉蛋，自′今以後覚故旧例国造都領   

分職任之」  

これによれば国造も邦領と共に職分をもつもの  

であるが，都債の職分ほ「公家」のものである  

のに対して国造ほ「私門」と表二睨されている．  

言を神事に寄せて郡餞の職掌を閉息することほ  

「公務」を廃すことである．これに対して国造の  

祭祀は公務ではなかったとほ言え切れぬとして  

も郡覆轍掌が厳然たる公務であったのに比して  

は軽いものであったことが察知されるのであ  

る．先に陸奥国大国造の賜姓請願の項で述べた  

如く，祭祀のことも義務履行を稚対要件とする  

「職掌」としてあったのではなくして，国造の伝  

統性に根ざしたものであってそれ故に「為すこ  

との出来る」いわば一つの機能としてあったも  

のであると考えられるのである．但し，この見  

解を否定する史料も叉存する．それは天武紀の  

次の如き記載である．  

0第一，日本書紀，天武五年八月条   

詔日，四方為大解除，隠物則国別国造輸蚊柱，   

馬一匹，布一常，以外郡司，各刀一口，鹿皮  
クワ   

ー張，膿一口，刀子一口，鎌一口，失一具，   

稲一束，且毎戸威一条．  

0第二，同上，天武鮎十年七月条   

令天下悉大解除，当此時国造等各出放任奴勝   

一口，而解除．  

これらの反対史料の理解の仕方であるが，いづ  

れも天武天皇の御治世である点が注意をひく．  

大化改新断行の中大兄皇子といろいろの点にお  

いて対立的関係にあった天武天皇は，旧勢力の  

一拠点であった国造の潜在的伝統勢力の宥和策  

一 年 ■－－   
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て支えられた栄誉ほ反射的に中央官界に対して  

もある程度の権威として作用することほ考えら  

れることである．ここにいたれば，令の規定外  

のものであっても，令を越えて社会的栄誉とな  

る．一身にして清廉呂の如く二国の国造をかね  

る者があったと共に，陸奥に国造の外に大国造  

があった薄情iも，ここに由来するものであろ  

う．   

3 郡司選任優先権   

選叙合邦司条に「其大慣少領才用同者，先取  

国造」とあるので贅言を要しない．郡司選任に  

当りト才相同し場合にほという条件附きでほあ  

るが国造には僅瀧権姑認められていた．   

陸奥こつうちでも蝦夷地近接地帯の郡司選叙に  

は特別があったことについて一言しておきた  

い，天卒七年に郡司の同姓補任が禁止され，こ  

の禁令が弘仁五年にいたって郡司のうち圭政圭  

帳に限って同姓人を補することが許されるまで  

続いた．この場合にも，神郡国造と陸奥の蝦夷  

近接郡司にほ同姓緒任が依然として認められて  

いたのである誰8．   

4 任官優先権   

天武天皐の五年，畿外の人の任官を志望する  

ものについてほ臣連伴造の子と並んで国造の子  

ほ厚鬼的に許し，それ以外の庶人については才  

能によれと勅している（9）．   

この規定ほ何時頃まで存続したかほ明確に知  

ることはできないが，国造の祭祀機能の頃にお  

いて既に指摘した如く，大武朝の反攻新約国造  

勢力宥和策の一環として理解すべきものであろ  

監＝   

言出i）緯I二l本紀，桓武夫克，延層二年三月僚  

2）同上，延暦七年六甘條  

日本後紀，廷暦十′し勺ミニ月條，同寸二月條  

3）長保四年六月十八甘卜 用雲鯛造任符が新訂檜  

補摘史大系本類発祥宜抄三五真にみえている．  

4）大日本史料第一編之丸 七五四頁所収洞院家  

記延長三年十月九日に「愛好国造，出雲鯛造  

紀伊園造，巳ヒ三相泣，依奏効甘符捕」とあ  

るので，安鼻闊造も∠棒殊な園造であったこと  

がわかる．  

5）板橋漸，陸奥図古代ノて鰭薦簡考，岩手史導斬  

究，第十一一族  

6）詔凌として三三例をあげることができるので  

明白である，三三例は省略する．  

7）喜田貞蕾博士，延書式の杜撰，磨史地理33  

の3．  

8）三代絡併収弘仁五年3月29日太政官符，この  

官符は令集解選叙令郡司條集聯にもみえてい  

る．  

9）日本書紀，天武夫曳，五年胡月條．   

3 陸奥国大国造邁島島足   

島足の伝は統日本紀妊暦二年正月乙西条並に  

大日本史巻121に収められているので周知のと  

ころであるが若干の補説を加えたい．   

捲奥国牡鹿那の人，その為人は「体貌雄壮，  

志気魁武，素善馳射」．本姓ほ丸子，天平防宝  

5年8月（753）牡鹿達と賜姓，時に大初任下で  

あった．早くより郷国を去り在京したものらし  

く，新賜姓の閏年後即ち奈良麻呂の陰謀露見の  

l襟にほ在京し坂上苅田麻呂と共に奈良麻呂方よ  

り武男人と目されている．果せるかな，奈良麻  

呂の一件後八年目，天平宝字8年（了6生）に恵美  

押勝逆謀のとき，苅田麻呂と共に殊功をたて同  

九月従七位上より従四位下という破格の恩典に  

浴し，官は授刀少将砿すすみ且つ牡鹿宿頗と新  

姓を賜った，川月兼相模守，翌天卒神護元年正  

月勲二等功紺紳町を授けられた託1．次いで二  

月，授刀衛の機構改革により近衛員外中将とな  

り，後間もなく姓を道場宿廟と賜ほり（この年  

月は正史にみえないが，天卒神護元年二月以降  

望年3ケ月の問である），1年を経て天卒神護  

2年望月正四位下，同10月真に正闇位上と累進  

を重ね翌年即ち神護農芸元年19月に大国造とな  

ったのである．同3年8月賜姓申請の労をと  

り，宝轟元年8月（77亡り蝦夷反乱の虚実検問の  

ため陸奥に‾Fった．時に近衛員外中将より近衛  

中将にすすんでいた．島足の威風思うべしであ  

る．宝亀9年2月兼下級守．後中衛中将内厩虜  

となり，宝亀11年3月兼播磨守，延暦二年正月  

（7郎）の八日に卒した．年不明．   

舵月本紀も大日本史も共に逸しているが十日  

本後記の延暦16年2月条に押防の乱の殊功によ  

り苅田麻呂と島足は共に功田紬町を加賜された  
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正造は統紀庭散見しているが，両者の閲歴を  

合考すると菱太都と正遺とほ同十人で，前名ほ  

斐太都，正道は後名である．さすれば，斐太都  

の吉備国造ほ備前国造であらねばならぬ．吉備  

は国としては当時存在していなかったからであ  

る．それほ兎に角として，国造は大功あるもの  

に対する一大恩命であったことを知らねばなら  

ぬ．  

0第二例   

前掲の上道朝眉斐太都が備前国造となった年  

から三二年，卒年から二二年後に当る統紀の延  

暦七年粂に「六月発未，実作備前二国国造中宮  

大夫従四位上兼摂津大夫民部大輔和気朝臣清威  

呂」とある．清廉呂が超した日本後紀の妊暦十  

八年二月乙未粂にも「贈正三位行民部柳兼造宮  

大夫美作備前国造和気朝臣清巌呂」とある．さ  

て清廉呂が美作備前両国の国造となった年月は  

正史に明載を欠くが，日本後紀の延暦十八年二  

月条の清巌呂伝に  

「（清鹿呂）帰来上疏陳状，詔以佐波良等四人   

（清廉呂の高祖父佐改良，曾祖父波伎豆，祖   

父宿奈，父乎威呂の四人）並清廉呂，為美作   

備前両国国造」  

とあることと，統紀宝盛元年九月粂に  

「徴和気清廉呂・広虫於備後大隅，讃京師」  

とあることとにより，宝金元年九月以降道鏡の  

非望を堆いた殊功によるものであったことが察  

知される．   

ニケ国の国造という異例が何故にこの際起つ  

たかというと，清廉呂の先代四人の墳墓ほ美作  

備前両国に亘ってあったし更にその遠祖弟彦王  

が新藤遠征従軍並びに忍熊別皇子の逆謀誅滅と  

の二功により賜はった藤原県もこの時には美作  

備前両国に亙っておったという特殊事情による  

ものであった．道鏡の非望をしりぞけた殊功に  

ょり清廉呂当人のみならず既に故人となってい  

る父，祖父，曾祖父，高祖父四人をも国造に任  

じたということは，国造の社会的栄誉性を明瞭  

に嘉しているものである．更に，清廉呂が国造  

となった以後の官歴をみると，在国国造ではな  

かったことも明瞭である．   

ことがみえている．この功田ほ共に子に伝える  

ことが認められたものであった．しかるにこの  

後，島屋の功が苅田廃呂にまさっていたもので  

あろう，島足の功田ほ大功に准ずるものとして  

世々掩えず伝えることとされた．ところが，嬉  

暦16年2月に至り苅田威呂と愚見との功は同等  

であるから（島凪が従七仕上から従四位下に叙  

されたのに対し苅田鹿呂は正六仕上から同しく  

従姻位下になっている．勲位ほ両人共に二等と  

なっている）豊に不公卒があってほならぬとし  

て，島足の功田も子にだけ伝えるように改めら  

れた．島屋ほ延暦二年，苅田鹿呂ほ同五年に覆  

しているから，両人とも産後のことであり，し  

かも苅田威呂の子田村麻呂が征夷事業に若や武  

功をあげている．これらの事情から考えると，  

押勝の乱に際し功ほ島足の方がまさっていたも  

のであろう．しかるに以上の如き描眉がとられ  

たのほ，武の家として世から認められて来た坂  

上氏から何等かの運動があってのことか，或い  

は叉桓武天皇の田村麻呂親任の思召しにいでて  

のことであったろう．   

彼が大国造になったのは重大政変に際し中央  

において殊勲をあげたことに対する恩命による  

ものであった．これに似た事例が他にもある．  

0第一列   

天卒勝宝九年奈良麻呂反乱の時殊功のあたも  

のが国造になっている．奈良麻呂の反を最知こ  

あばいたのほ上道臣斐太都という当時卑官の中  

衛舎人であった．斐太都ほ功により同年七月従  

八位上から一躍従四位下（島足も同様であつ  

た）となり姓を朝臣と賜った（島足にも賜姓あ  

り）次いで同月中に舎人から少将にすすみ，更  

に閏八月に吉備肖造となった．同十二月令の上  

功にあたる功田二十阿1渉を賜はり三世に伝うべ  

きことが許された（島足の功田も二十町ノ．   

さて神護景雲元年九月条（七六い に上道朝  

臣正道という者の略伝が載っている．  

「備前国国造従四位下上道胡臣正道卒，正道者，   

本中衛，勝宝九歳，以昔橘奈良麻呂寓，授従   

四位，賜姓胡臣，語在膵宝九歳記中，歴美   

濃・播磨・備前等固守・宮内大輪・右兵衛督」  
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逆徒諸氏人等位階（九月仲麻呂の一件発覚）・  

・… 漆部直伊波……並従五位下」  

とあるので伊波は仲麻呂征討に武功のあった人  

物であることがわかる．璽天平神護元年正月『こ  

勲六等，十二月右兵衛佐iその翌年十二月東大  

和介となり，次いで郷国相模の国造となったの  

である．仲麻呂一件武功の年と国造就任の年と  

の問に四年の経だたりがあるが，伊茨の国造た  

るに足る才幹を認められた誘因ほ何んといつて  

も仲麻呂一件の政変期の武功によるものであつ  

た．   

伊波は国造就任の年の七月に修理次官（右兵  

衛佐故の如し），同三年六月玄蕃助，宝亀二年  

九月談吹正，同五年四月尾張守と歴任している  

ので在匡国造とほみとめがたい．  

0第五軌   

道島島足が陸奥国大国造に，造島三山が国造  

になったと同時に武蔵宿頗不破廠呂が武蔵国造  

にな？ている．不破鹿呂ほ本姓丈部直，本署は  

武蔵足立郡で仲麻呂一件に殊功を立てた人物で  

ある．国造になった経緯は道島島足と．全く同一  

である．   

不破麻呂ほ大功の翌神護景雲元年八月に下絵  

員外介，十二月に姓を武蔵肩癖と賜ほり国造と  

なったものである．類衆国史一九国造条延暦十  

四年十二月に武蔵国足立郡大願外従立位下鱒蔵  

宿商弟給が国造になっている．弟捻は不破廠呂  

の後か同族に相違ない．  

0第六例   

女性にして国造となる場合がある．   

国造浄成女ほ因幡国高葦郡の釆女として上  

京，宝亀二年正月従五位下，同二月一族七人と  

共に姓を因幡国造と賜った∴同十一月匪幡ほ須  

岐となりこの事に関与して同月従五位上，十二  

月に因幡の国造に任ぜられたものてある．姓と  

職とほ別であったことほこれで明瞭である．そ  

の後累進して従囲位上にいたり延暦十三年新た  

に京に豪を作るため百済王明信・五百井女王・  

置始女王・和気広虫等と共に山背河内摂浄播磨  

等の国稲一一，000束を賜った．同十五年十  

月頻，日本後紀ほその伝に「天皇特加寵愛，終  

○第三例   

綬寵姫暦十年四月粂に，駿河国駿河郡大領正  
カチ‾サシ  

六位上金側舎人広名という者が国造となったと  

ある．広名については他に全く所見がない．し  

かし此の年の三四年前に当る天平膠宝九年の八  

月即ち奈良麻呂の反が一応落着してから僅か一  

ケ月彼の事後拾収期に，やはり駿河国人金利舎  

人鹿自という者が殊功をあげている．八月十八  

日の勅に「去る三月二十日に皇天ほ険に天下太  

宰の四字を賜はって区宇の安寧を表した（天皇  

の襲殿の承魔の裳から天下太宰という囲字が自  

ら生じたことがあった．これをいう）．今ここ  

に橘奈良廠呂等は溶かに逆徒を結び宗社を傾け  

んとしたが悉く天噴をうけ罪に伏した．ここに  

厳河国人金利舎人鹿自が献ずる蚕児の自ら字を  

成したるをえたり．その文にいう『五月八日に  

希釈の療を開下し天皇の命百年息なるを知らし  

む』と．この禅を頂戴して蹄躍歓喜した．五月  

八日という日は太上天皇のために斎を設けて悔  

過し奉る終りの日に当っている．ここにおいて  

希釈が皇帝皇后の至誠に感じ陛下の御子をあら  

わして百年の遠期を授けたものであろう．天平  

脇宝九年八月十八日を改めて天卒宝字元年とす  

る．瑞祥を献じた白丁金利舎人巌自ほ従六位上  

に叙し物を賜うべし」とある．（腕白ほ実は八  

鹿呂なることの考証は省略する）   

巌自は奈良麻呂の反直後の拾収に殊功をいた  

し，かくして或ほ駿河国造にもなったのかも知  

れない．広名ほその後裔であろう．一歩を讃つ  

て，奈良麻呂の反に大功をいたした金利舎人の  

＿氏族は白丁から土地の名族となり治績をつかむ  

ことにより広名に及んで国造となったのかも知  

れない．いづれにもせよ，金利舎人氏の国造と  

なったのは直接か間接にか奈良鹿呂一件に関係  

をもっている．  

0第四例   

続紀神護景雲二年二月粂によれば，漆部直伊  

威という者が姓を相模宿頗と賜はり且つ相模国  

一道となっているが，閏年前の天卒宝字八年十月  

条に  

「庚午（七日），詔加賜親王大臣之胤，及預討  

一  7 －   
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室顛位」と記しているところからみると，椿に  

天皇の寵愛をうけ釆女としては破格の顧位に至  

りうる人物にして始めて国造となりえたのであ  

る．閲歴に徹し，郷国に在任した国造でほな   

し、．   

命婦従五低下尾張宿廟小倉女も天平りL年三  

月尾張国造になっている．二年後の天平勝宝元  

年八月に卒し正史また小倉女につき記するとこ  

ろが少く詳細を知りがたいが，普て天平九年二  

月に従七位下から一躍外従五位下に昇叙したこ  

とがある▲ 尾張宿廟という国造を頁うた氏姓か  

らみると小倉の家は元来「国造氏」であったか  

と想像されるが，それにしても破格昇叙にあづ  

かりうる如き人物にして始めて国造となりえた  

ものであろう．   

紀紀神護景雲二年六月条によれば，螢膳常陸  

国策改釆女従五低下勲五等壬生宿廟小家主・伺  

掃従五仕上美濃直玉虫・掌膳上野国佐位釆女外  

従五低下小野佐′旺朝臣老刀自の三女性がそれぞ  

れ郷国国造に任ぜられた．特に小家主が女性の  

身で勲五等の勲位をもっている点が注目され  

る．本来小友王の姫は壬生直であった（天卒宝  

字五年正月条ノが，何時の頃にか連となり（天  

卒神義元年正月条），神護景雲元年三月に宿廊  

となった．正史には勲五等になった時期や文理  

由に関して何等記載がないが，これは国選とな  

った前年即ち恵美押防一件に功をいたしたため  

姓を宿頗と賜り次いで勲位に叙されたものであ  

ろう．そうすれほ，小家主の国造に任ぜられた  

経緯も，道島島長の場合と全く同一である．   

道島島足ほ塵奥の大国造としてガ年・まで十数  

年問その任にあったもの七あろう．国造の機能  

ほ一般の職掌と異っていたから足った任限があ  

ったとほ考えがたいからである．むしろ終身官  

であったと考えられる実例が存する．例えば和  

気清廉呂は六七才で斉しているが美作備前二国  

の国造となったと推定される宝亀元年噴から葬  

年の娃暦十八年・まで三○年近くも国造の任にあ  

った．また大和国造大和宿廊長岡も八一才の高  

齢で摂するまで国造であったから託2，少くと  

も三○年以上の良きにわたって国造の任にあつ  

たと推定される．長岡の国造になった年月は正  

史に見えないが天平九年頃には国造になってい  

たと考えられるからである註3．出雲国造出雲  

臣広島も少くも二二年以上の長年月にわたって  

国造であった註4．  

託：（1）日本後紀，桓武夫史，廷贋十六年二月僚  

（2）粍紀紳護意雲三年十月発素條に「大和国造虚四  

位下大和宿繭長岡卒」とちるゾノみならず，長岡後  

年後二○年の延暦寸・牛革月礫にも測定律令施行の  

ことを述べて「故大和園造i即q位下大和宿繭長岡」  

とあるので終身米作したことば明白である．  

（3）大和図造大和宿痢長剛ま前名小東人，姓は大和  

忌寸であったが大平九年十一月にプ牲を宿繭と賜は  

り，散位正六位上から外従五位下を授けられ施二  

○疋を賜った・その勘Hとして森口本紀は秤量あ  

るがためなりと運べている．これほ瀧川政次郎博  

士の律令の研究一一大五－－六頁にある如く，大和  

氏の奉仕する大和関山連邦大㈲埋大幽魂神政の紳  

宣のことであって，こわ年大流行した痘瘡退散に  

関する神立であったにちがえない．その惨状は類  

菜符宣抄併収天平九年六川ニ】lブ丁目甘符・大日本  

古文書巻二併収天平十年和泉監正稔帳・綾紀に詳  

しく百官宮人の棍病者頗朝し醸朝したほどである．  

かかる際に長岡は国造としてその奉仕する大国魂  

紳の紳宜をうけたものであろうから，歩くとも天  

平九単には大和園造であったと推定されるのであ  

る．  

（4）鹿島が出雲観造になった午〃は未眉であるが，綾  

紀によれば紳亜元勺ミjE肌こ囲造上して相賀節を奏  

し同三年二月にも国造として密事をにとめ天平十  

年二月には図鑑として昇位にあづかつている．そ  

の間，出雲風土記にほ瀕犠ユ瀦ノノー人として名を列  

ね更に東大寺威容文省三朝雲則夫中大卒計合板に  

もみえているので，鹿島も少くも二二年以上の長  

年月にわたって閲造であったことが知られる．  

4 得分と異教  

国造に対して国造田があったことほ周知のと   

ころである．   

国造田ほ，国造の機能を行使する場合の事務   

費的なものでほなくて得分である．そのこと   

ほ田令第一胡長条集解に  

「釈云…‥∵民部例，神目寺田戎本田放生田国司  

公泉田以上為不輸糾If，無主任田腕郡司磯田  
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陸奥闘犬国造考（板 橋）   

そこで選叙令郡司粂集解をみると 

「問，国造叙法若為，   

答，臨時処分召，但与大領同位以上茸」  

という 

まかな基準をいったものであって国造田にっい  

て述べているものではないが，国造叙法基準の  

引き合いに大領が出されていることは国造悶を  

考える上に一応の辛がかりとなる．郡司蹴分田  

は田令によると大領六叫●，少餃脚机 王政圭帳  

各二町であった．   

さて，時代がややくだり大化後宙造湖東期の  

史料であるが，政事要略並びに別衆符宝抄併収  

の延喜十四年八月八日太政官符と別報符宜砂肝  

収延長七年三月十三日太政官符とによれば国造  

田合計四一一明■五段がみえている．これを表示  

すれば次の如し．  

隣国造目顔釆女田射田公周桑田巳上不喩租田   

為地チHト見任国造田郡司職周釆女田佐田口   

分田墾田巳上為輸租田也」  

とあり，久田令第三二部司耽分田粂集解にも  

「凡邪神純分■ロム 古記云，輸阻也，射閏国造田  

釆女田亦同」  

とあるので明白である．国造側ほ輸租円であ  

り，隙取造田ほ塵了闇である諌1．   

ここにおいて選叙令第十三郡司粂集解によれ  

ば「古記云……国造者一国之内長，適任於国  

司，郡別姶国造田」とある．－一体，存分である  

国造田が郡別に給されるということは如何なる  

ことであろうか．例えば太政大臣の聴聞囲○町  

が大和添上郡・城下邦・Ll」背相楽郡・綴喜郡・  

久世郡・近江栗太郡・播磨揖保郡というように散  

在していた事情と同様な理由であったのか誰2．   

国造日l円構  
（単位町）  

1・8 t‡憲岐  

六町及びそわ近似値閏横国造  

田のあった園ほニセわ多数に   

し二）ぽる．  

前
路
 
 

越
淡
 
 
 

扶
門
岐
 
若
長
重
 
 

野
萎
向
 
 

下
要
目
 
 

六町の二倍数及びそわ近似値  

田横国造田わあった固は八ケ  

観である．  

六町の三倍数及びそわ近似偲   

田検閲法田のあった囲・  

六町の四倍数．  

六町しり六倍数．   

この表は大化後国造制度衰退期の，従って困  ることがわかる．  

造田原型の崩壊しかかった時期のものであると  ここにおいて，国造田が郡別に給するもので  

いうことを念衷において，この塞から国造田盛  あったということと，国造田が国ごとに不町乃  

街期の形態を推量してみるならば，国造田は六  至その倍数若しくはそれらの近似値田鰯であつ  

町史ほその倍数田橿が国造国にあったものであ  たということとの関聯性について考えてみた  
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條にも凡勘租塵者，皆操常吉珊ミ‥t・其位田激闘細  

道田采女田智力婦女田賜田等，未授之問・‥・並鶉  

輸地子田とある．  

（2）三代格所収延啓九年八月／しl！太政官符  

（3）新野直吉，大化改新以後しっ同法，岩手史拳研究  

第七戟  
エスカl）  

（4）延書式碑龍三臨時祭保にも凡塵摩巫，取都下国  

造氏竜七歳己上着充之，若及嫁時，巾姉官充啓と  

ある．  

（5）放としての飼温の例は正史に廉く散見している  

がその一例をあげると天平五年六月健に「多樹島  

熊毛都大領外徽七位下妻志託等サー人，賜多観閲  

造姓」とある如き・叉，氏の名としての国法の例  

ほ正倉院文書御野幌肩坂郵大賀二軍絡その他蘭例  

多し．  

（も）頼紀，文武天皇，大賀二年四月棟「詔，定諸観  

閲造之民，其名見国造記」  

5 結  語   

大化改新の基本態度からいえば前代以来の国  

造ほ否定さるべきものである．律令制度ほ巧み  

に「国造氏」を地方行政の郡司機構の中に拘束  

し且つ摂容した．しかしこの方法を以ってLて  

も地方における伝統旧勢力を満足せしめえずと  

感ぜられると，政治面の「笑＿；でほなく，社会  

栄誉前の「名」として祭面巳に膠与せしめること  

になった．「名」による統御である．ここに国  

造の機能ほ明確な職掌としてでほなく，不明確  

な職分となった事情が潜んている．大化前の国  

造とは全く興って，転化した形態において国道  

が更生した時期は，先学の鯨にいう如く天武朝  

である話l．大化以後東武朝を経て国造記がつ  

くられた文武朝頃までの時期ほ，国造の第一期  

夏生期と見敬すことが出来ろ．社会的栄誉他の  

裏づけとして得分である国造田が公認設置され  

たのもこの時期であったと思う．   

国造制の第二閤，即ち極盛期ほ奈良朝であ  

る．国造の栄誉性の故に国事に殊功ある者が新  

たに国造に任ぜられたのもこの期においてであ  

った．その貰国に居らず京にとどまる着であつ  

ても殊功ある者を国造に任じ貰国に対する栄誉  

を荷なわせた．功労ある者の祖先（既に故人と  

なっている）にすら国造の尊称が許された．女  

い．既に魔人が指摘した如く話3，選叙令集解に  

「国造之人」「国造氏」「見任国造人」等の言菓が  

あり言E4，国造之人とほ見任国臥、と同一で現  

在国造である者のことで所謂一般に国富という  

ものである．もつとも「国造」ほ甥任国造とい  

う意味の外に，姓や氏の名にも使用される場合  

もある証5．さて国造氏とは国造に任ぜられる  

ことの田来るケースの氏のことである．従って  

国造は国ごとにしかも一人あるのが原則であつ  

た．神祇令集解に「穴云…‥・国造，国別右耳」  

「匡l造謂官之名茸，毎国一人可右耳」とあるの  

で明白である．これに対して国造氏ほ必ずしも  

一人とは限らない．国造ほ大化以前からの伝統  

性に由来するから，律令制国郡制度実施後と雄  

も，国造たりし氏は国によっては一国内に数氏  

ありえたわけである．そうであったからこそ，  

大宝二年に諸国の国造の氏を定めるためにその  

名を国造記において具さにする必要も’あったの  

である詫6．時代の陶汰を経て国造氏の教が自  

ら減少して一つになった国もあったであろう  

が，一般にほいくつかの国造氏がいくつかの郡  

にありえたわけであるから 

うちから一国一人という国造に任ぜられる場  

合，国造周はその本貰郡において給されたもの  

と考えられる．国造となりえなかった国造氏の  

本貰郡にある国造Hほ取囲造Hとなる．隣国造  

田ほ，この外にも一国として全く国造を欠く場  

合にも生じる．かかる叙法を意味しているの  

が，尭に引刷した「郡別給国造田」という記観  

であろう．陸奥に国造田があったという明証は  

見当らぬが，一般の趨勢からみるならばあった  

に相違ない．   

一国一名という原則からいえば，橙奥に大国  

造と国造とが同時に任ぜられたのほ異例であ  

る・これほ大国造となった道島島屋の殊勲にも  

与ること乍ら，陸奥の広大性と辺要国という特  

異性によるものであった．   

大化以後の国造に関しては兼兵衛国造と釆女  

国造にも言及すべきであるが，本稿の目的から  

ほかなりかけ観れるので弦にほ省略する，  

註：（l）開園造田ほ地子閏であったことは延喜主税式  

一仙 10－   



陸奥闘犬国造考（板 橋）  

の仁明天皇承刺元年十月条によれば，兵部省の  

請う併により，国造田二十町の地税を以って永  

く親王以下五位以上二十人の内射調習の資にあ  

てたことがみえている．又，建言式民郡上に隠  

岐ほ国造田三町の袖手を以って健児の食にあて  

るという規定がある．前に引用した延書十四年  

八月八日の太政官符ほ，四十三カ国の国造田合  

計四一一町五段を廃すことを述べているものな  

のである．大日本史料第二編之五，六八七頁併  

収の栄山寺文書によれば，寛弘三年九月二十一  

日に大和の巣山寺が同寺の寺常田良三十町八段  

二百八十八歩の租税を免除せられんことを国街  

に申顔し，ついで守渡瀬親のゆるしを得ている．  

国衛の勘江による′と；大和十市部にあった国造  

田は同寺の寺領に併呑されたことが知られる．   

託（1）津田左右吉博士，日本上代敵わ研究，二二田貢  

（備考 本稿は文部省科螢胡究助成補働金に依る研究   

成果の一部である・附記してそわ塾思を澤謝す．）  

性であってもよい．爽種の出と考えられる者に  

対．しても許された（嘉島島尾の前姓丸子は夷種  

と考えられるが，その考証は省略した）．更に  

国造氏でなくとも功あるものには許されるよう  

になった．かくして陸奥国大国造が成立する．  

第一期の夏生期にあっては，祭祀という機能が  

やや明確に存していたが，極盛期に至りその社  

会的栄誉性が昂騰するにつれて祭祀権が淡くな  

り，貫国百姓の請願仲介とか賜姓仲介というが  

如き，社会的栄誉性を背影とした機能一中央  

に対して顔をきかせる－が伴ってきた．出雲  

とか紀伊の如き特殊な伝統をもつ国の国造ほ別  

として，その機能がいよいよ「冥」を去って  

「名」に傾いて来た．既に故人になっている者  

や京にとどまる女性などが国造に任ぜられるよ  

うになったということは国造制衰退期の発端を  

なす．   

第三期に当る衰退期は奈良期の未に既に始じ  

まった．卒安初期が衰退期に当る．統日本後紀  

A B S T R A C T   

The perio〔lof the“Kll11ト110－1豆Ⅴ如Sllko’’  

after the Reformationis coIISi（1cred to be  

dividedi11tO three part：  

王 The tiT11e Of revival．The RcformfLtioIl  

Of Taikal柑S 乱l）01iticalcha昭e，b11ti11  

0rder to keellthe harmony with the old  

traditionali！1fl11eIICe， the 〃Kll11トIlO－  

miyatsl11こ0”1VaS reVivedin adifでereIl七form  

froIn tlle fりrlller；namely，itll’が ChaⅥged  

into anIlOIlOrary pOSitionl、’itly）11t b往Vi－堵  

anyl）01iticall）OWer．   

A－nan、Vbo wasal）1）Ointed totIleパKllnト  

no－miyatsllko”1VaS en卵ged i11IlOlding  

divine service5tO gOds．TIle tilne Of revival  

of the“Ktuli－IlOTmiyatsuko”covers the  

period from the reign of the Emperor  

（E－叩reSS）Te－nmll（670’sA・D．）totIlat Or  

t‡leEmperor（Eml－reSS）Mommll（700’sA・D・）  

Before tlle．Ref■orlllatioll（）f Taika（6蛸  

A．D．）the－1ell・aSi11Ja！）aTltlle“】（ll11i－nO－  

1niyats11ko”iムS鋸1（）fficiall）OSt tO gOVerIla  

l）rOVince．T‡li＄aTleie11tOr卵て1ization forlocal  

administratioIL，however，WaS abolished and  

aIlelV gOVemHlellt SySteTn WaS eStablished  

by thc R（モfりr111atioll． Nevertheless， the  

“KLl11inO・】11il一銭tSllk（）”h臥Ibeellkel）t叫－for  

along tilHe Si11Ce tlt（≠   

二Filis pai）e・・is al・epOrt Ofthe stlldy on  

the“KuTli．n（＝ヰTatSulこ0”afもer the time of  

t壬Ie Reformilti（）IlOfl二aika． The stlldy was  

Celltre（lo】1tile“工）aikokllZ6”（tIle COrreCt  

rea（ling oflVlli（！llis now stilll111Certain，  

but the author of this paper eIltatively  

Callsi七 as s11Ch），iIIMLltSl11）rOVi11ee．  

t‡1eIlOれlト郎雨脚m borderlan（li11Jal）鋸1   

Ⅰ）rOl）er・  
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Wもelltlle“i（oktlZ6－・Ki”（aIIistory oftIle  

“K11Ili－－nOlmiyalJStlko，り1柑Sl、′ritteIl．   

I［The highest time．This tilrle eXtends  

OVer SeVeIlty）′earS、VbeIl仏e city of Nara  

l閥S tIle C叩italof・Jai）8礼   

In仏is！）eriod，tl腔＝KllIlトnormiyatsllkoH  

l閥S clr）SeIliIleaClll）rOViTICe amOng the  

members of the“KokllZ6－Sili，，（tIleIlOllSeS  

Which were authori㌍ed to becomethe〟Kuni－・  

no－miy鱒七Sl11く0”）．   

As for tlle tre如nlen七重－or t五e ＝Kunトno－  

mlyatSl11；（）”itisCOIISidere（lthat 壬1e l用S  

gra11tedasthc salary the＝KokllZ6一den，，（  

eStateattachedtoもhe“Kuni－I10一miyatsuko〃），  

WllidlⅥ′aS about扇Ⅹeb6be（1生．70aeres）  

Wide・The pri11Cil）alfullCtioIISOfthe“KllniT  

Il（トmiy如s11ko”Ⅵ・eTe aS follows：  

（工）He、柑StO仁r弛Smitto 

goverllmeht the petitioIIS PreSeIlted by the  

inhabitantsiIlthe province．  

（Ⅱ）Hel柑S tOム01d diviIle SerViee5 ね  

tIlelocaldeities．  

（Ⅲ）Ⅱe、用Sgiven a priorityin us  

Claiてn forbeiTlga押）itltedtoa“gunji”（a  

goverll汀把11t Of a（ii如ict）．  

（Ⅳ）‡IealsoもaくIsornel）ri…恒in bei喝  

呵）l）Oi11ted to a針）VerIltneIlt Offic主礼L   

おecallSe旺e＝K11ni一IlOrInly如S11ko”－VaS a  

】）OSitiol＝、‾itIISOCialilOnO11r，0IlelVho 壬Iad  

reIldered serviees to五is collntl・y，1用S ap－  

POiIlted七o this pc）Sition although hc was not  

livingiIl王Iiぎnativel）lace at tIla七time・   

AlV…Tユan －ⅧS also 墾）i）Ointed to tIlis  

position．且torever，aS atitle ofもoilOllr，tllis  

WaS COIlferred posth11mOnSly to the deceased・   

This tende工1Cy COntinlled，tilloIle Who  

wasIIOt a nle111ber（）f tIle ＝K（）ku乞6→Shi’’  

1柑S墾）！10i11te（1t（｝抽is！）qSitioll・TbtlS，tile  

positi（，IlOf tIle“Daikok11Z6”Ⅵ’aS Createdill  

ユーlltSlll）rOVi‡1Ce．Itis aIleXCeptioIlalcace  

that the two officals， the ＝Kuni－IIOq  

miyatsllko”and tIle“DaikokllZ6”，1Vere  

appoi11tCdin Mutsul）rOVince． Thisis  

PrObablY due to thepeC111iality that nflltStl  

l）rOVince was a b（－rderlaIdinJ孔pan．   

Ⅲ The time of decline．Finally the  

‘‘ⅩoiillZ61－deIl，，（．tIle eState glVell七o tIle  

＝Ⅹ1111トIlO－miyats11ko”）Ⅵ・aS11Sed でor otIler  

purl）OSe duriIlg the period from the e王1d of  

tIleⅣa用era tO tlle begiIlnlng Of tIle王Ieian  

era， tIle ・‘Klほ1トno－miyatsllk〔，”1）ei哺  

destroyed．  
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